
1 

 

令和４年４月２２日 

防災街づくり担当部 

防 災 街 づ く り 課 

防災街区整備方針の変更について 

 

１ 主旨 

防災街区整備方針は、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」（以下

「密集法」という。）第３条第１項に基づくもので、東京都が都市計画として定めるもの

である。 

本方針は、防災上危険性の高い木造住宅密集地域について、計画的な再開発又は開発整

備により延焼防止機能及び避難機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用が図られる防

災街区の整備を促進し、安全で安心して住め、かつ魅力的な街並みの住宅市街地への再生

を図ることを目的としている。概ね５年ごとに見直しを行っており、前回は、平成２６年

に変更されている。 

このたび、東京都が作成した防災街区整備方針の都市計画案について、都市計画法第２

１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、東京都より受けた意見照

会に対し、別紙１のとおり回答することを報告する。 

 

２ 防災街区整備方針の位置づけ及び内容 

本方針は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第７条の２の

規定に基づき定める方針の一つで、木造住宅密集地域を中心とした地域を対象とした都市

計画のマスタープランとして、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即し、都市

再開発の方針等と整合を図り定めるものであり、防災街区整備事業や防災街区整備地区計

画等の個別の都市計画の上位に位置付けられている。 

また、本方針では、「防災再開発促進地区」、「防災公共施設」、「防災再開発促進地区の整

備又は開発の計画の概要」、「防災公共施設の整備等の概要」を定めている。 
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３ これまでの経緯 

  令和２年 ５月 東京都より法第１５条の２に基づく依頼 

      １０月 都市計画審議会（原案の報告） 

      １１月 都市整備常任委員会（原案の報告） 

          東京都に法第１５条の２に基づく回答 

  令和３年 ９月 東京都による原案の縦覧 

      １０月 東京都による法第１６条に基づく公聴会（中止） 

  令和４年 ２月 法第２１条第２項の規定において準用する法第１８条第１項 

          に基づく、東京都から世田谷区への意見照会 

          東京都による法第１７条に基づく案の公告・縦覧 

       ４月 都市計画審議会（諮問） 

 

４ 防災街区整備方針案について 

  本方針の見直しに際し、東京都から区への依頼に基づき、現行の防災再開発促進地区内

事業の進捗状況及び地区計画の策定状況等に応じた時点修正のほか、区域修正を行う。ま

た、新たに防災再開発促進地区を指定する。 

（１）概要 

 ・世田谷区に関する部分 

   防災再開発促進地区は、現行６地区の変更及び新規６地区の指定を合わせ、計１２地 

区を予定している。 

【変更】 

現行の防災再開発促進地区内事業の進捗状況及び地区計画の策定状況等に応じた

時点修正のほか、区域の修正を行う。 

 

番号 地区名 
変更前 
地区面積 
（ha） 

変更後 
地区面積 
（ha） 

備考 
（主な内容） 

世.1 
北沢五丁目・大原一
丁目地区 

44.4 変更なし 事業の進捗を反映 

世.2 太子堂・三宿地区 78.6 80.7 
区域境及び面積の精査 
事業の進捗を反映 
防災公共施設の追加 

世.3 北沢三・四丁目地区 33.6 変更なし 事業の進捗を反映 

世.4 
世田谷区役所周辺地
区 

148.2 変更なし 
区域境の精査 
事業の進捗を反映 

世.5 上馬・野沢地区 60.6 変更なし 
事業の進捗を反映 
防災公共施設の追加 

世.6 太子堂四丁目地区 14.8 変更なし 
区域境の精査 
事業の進捗を反映 
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【新規】 

防災再開発促進地区の指定要件の一つである「防災街区の整備に資する事業・制度

等が既に導入されている地区」の「事業・制度等」に該当する「住宅市街地総合整

備事業」を既に導入し、密集市街地の改善に向けた取組みを進めている、以下の６

地区を新たに防災再開発促進地区に指定する。 

番号 地区名 
変更前 
地区面積 
（ha） 

変更後 
地区面積 
（ha） 

備考 
（主な内容） 

世.7 下高井戸駅周辺地区 － 42.7 

 
 
 
住宅市街地総合整備事業を
導入しているため、新たに
指定する。 
 

世.8 明大前駅周辺地区 － 70.2 

世.9 玉川三丁目地区 － 8.3 

世.10 千歳船橋駅周辺地区 － 14.7 

世.11 
祖師ヶ谷大蔵駅周辺
地区 

－ 28.3 

世.12 大蔵地区 － 21.7 

 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和４年 ４月 法第２１条第２項の規定において準用する法第１８条第１項 

          に基づく、東京都からの意見照会への回答 

       ５月 東京都都市計画審議会付議 

       ６月 都市計画決定・告示（東京都） 

 

６ 添付資料 

  別紙１ 法第１８条第１項に基づく東京都からの意見照会に対する回答文 

  別紙２ 東京都市計画防災街区整備方針案 

  別紙３ 防災街区整備方針 新旧対象 
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（案） 

 

４世都計第   号 

令和４年４月  日 

 

東京都知事 

  小池 百合子 様 

 

世田谷区長 

保坂 展人 

 

 

東京都市計画防災街区整備方針の変更について（回答） 

 

 

 令和４年２月１日付け、３都市整防第５０３号で照会のありました標記の件について、

異議はありません。 
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フリーテキスト
  別紙 ２ 
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別表１ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要 
別表２ 防災公共施設の整備等の概要 
附図  防災再開発促進地区 
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防災街区整備方針 新旧対象
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Kanda103
フリーテキスト
  別紙 ３ 



（２）現行の防災街区整備方針（平成２６年改定）から
修正した箇所については、旧の図書に楕円で示し
ております。

（１）今回の変更案で新たに追加した箇所については、
新の図書に楕円で示しております。

新旧対象図書について

49



新

旧

約44.4ha

1

50



新

旧

約80.7ha

2

51



新

旧

3

52



新

旧

約33.6ha

4

53



新

旧

約148.2ha

5

54



新

旧

6

55



新

旧

約60.6ha

7

56



新

旧

約14.8ha

8

57



別表１ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要  新旧対照表 
 新 旧 

番号 地区名 

面積（ha） 

（おおむねの位置） 

世．１ 北沢五丁目・大原一丁目地区 

約 44.4ha 

（世田谷区北東部） 

世．１ 北沢五丁目・大原一丁目地区 

約 44.4ha 

（世田谷区北東部） 

ａ 地区の再開発、整備    

 等の主たる目標 

災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境の整備を図る
ため、地区計画等を活用し、災害に強い街づくりを進める。 

 災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境の整備を図る
ため、地区計画等を活用し、災害に強いまちづくりを進める。 

ｂ 防災街区の整備に

関する基本的方針そ

の他の土地利用計画

の概要 

低層老朽住宅密集地区においては、建築物の不燃化及び共同化による土地
の有効利用を図る。 
また、建築物の更新時におけるセットバックによる狭あい道路の解消並び

に積極的な用地取得による道路、広場及びポケットパークの整備を図る。 

 低層老朽住宅密集地区の建築物の不燃化・共同化による土地の有効利用
を図る。 
 建替え時におけるセットバックによる狭あい道路の解消、積極的な用地
取得による道路・広場・ポケットパークの確保を図る。 

ｃ 建築物の更新の方針 木造住宅密集地域整備事業及び住宅市街地総合整備事業（密集型）によ
り、建築物の更新を促進し、不燃化及び共同化を図る。 
また、地区計画による用途の制限、敷地面積の最低限度及び壁面の位置

の制限等を設けることにより、良好な住環境の確保を図る。 

 木造住宅密集地域整備事業、住宅市街地総合整備事業（密集型）により
建築物の更新を促進し、不燃化・共同化を図る。 
 また、地区計画による用途の制限や、敷地面積の最低限度、壁面の位置
の制限等を設けることにより、良好な住環境の確保を図る。 

ｄ 都市施設、地区防災

施設及び地区施設の

整備の方針 

放射 23 号線、区画道路、広場及び公園等の整備を図る。  放射 23 号線、区画道路、広場及び公園等の整備を図る。 

e 

再  

開  

発  

推  

進  

の  

た  

め  

必  

要  

に  

応  

じ  

定  

め  

る  

事  

項  

１ 公共及び民間

の役割、条件整

備等の措置 

 公共と民間との協働により事業を推進するため、公共は、住民主体の街
づくり協議会の活動支援やまちづくり通信の発行等による広報活動を行う
とともに、道路及び公園等施設の整備を図る。 
 また、民間は、安全で災害に強い街の実現に結びつくような建築活動に
努め、公共はその際、地区計画による規制及び誘導並びに必要な指導及び
助成等を行う。 

 住民と行政との協働により事業の推進を図るため、公共は、住民の自主
的なまちづくり協議会活動の支援やまちづくり通信の発行等による広報活
動を行うとともに、道路や公園の整備を推進する。 
 一方、民間は、住みよく災害に強いまちの実現に結びつくような建築活
動に努め、公共はその際に地区計画その他による規制・誘導や必要な指導
及び助成等を行う。 

２ 実施予定の

公共施設整

備事業、面的

整備事業等 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 
住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 
街路整備事業 
 ・放射 23 号線（事業中） 
沿道整備事業 
 ・環状七号線（事業中） 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 
住宅市街地総合整備事業（密集型)（事業中） 
街路整備事業（事業中）・放射 23 号線 
沿道整備事業（事業中） 

３ 決定又は変  

 更予定の都 

 市計画に関 

 する事項 

防災街区整備地区計画 
 「北沢五丁目・大原一丁目地区」（決定済） 
沿道地区計画 
 「世田谷区環七大原・羽根木地区」（決定済） 

防災街区整備地区計画 
「北沢五丁目・大原一丁目地区」（決定済） 
沿道地区計画「世田谷区環七大原・羽根木地区」（決定済） 

 

４ その他再開

発の促進の

ために特筆

すべき事項 

街路整備事業 
 ・補助 26 号線（完了） 
東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 
不燃化推進特定整備地区 

街路整備事業（完了）補助 26号線 
東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 
不燃化推進特定整備地区 
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 新 旧 

番号 地区名 

面積（ha） 

（おおむねの位置） 

世．２ 太子堂・三宿地区 

約 80.7ha 

（世田谷区東部） 

世．２ 太子堂・三宿地区 

約 78.6ha 

（世田谷区東部） 

ａ 地区の再開発、整備    

 等の主たる目標 

災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境の整備を図る
ため、地区計画等を活用し、災害に強い街づくりを進める。 

 災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境の整備を図る
ため、地区計画等を活用し、災害に強いまちづくりを進める。 

ｂ 防災街区の整備に

関する基本的方針そ

の他の土地利用計画

の概要 

 商業・業務機能の充実を図る地区、住宅と共存した近隣商業地として整
備する地区、戸建て住宅と共同住宅の調和を図る地区に区分し、各地区単
位で整備を進める。 
 なお、低層老朽住宅密集地区においては、建築物の不燃化による災害に
強い住宅地の形成及び共同化による土地の有効活用を図る。 
 また、建築物の更新時におけるセットバックによる狭あい道路の解消並
びに積極的な用地取得による道路、広場及びポケットパークの整備を図る。 

 商業業務機能の充実を図る地区、住宅と共存した近隣商業地として整備
する地区、戸建て住宅と共同住宅の調和を図る地区に区分しそれぞれの地
区ごとに整備を進める。低層老朽住宅密集地区の建築物の不燃化・共同化
による土地の有効利用を図る。 
 建替え時におけるセットバックによる狭あい道路の解消、積極的な用地
取得による道路・広場・ポケットパークの確保を図る。 

ｃ 建築物の更新の方針  木造住宅密集地域整備事業及び住宅市街地総合整備事業（密集型）によ
り、建築物の更新を促進し、不燃化及び共同化を図る。 
 また、地区計画による用途の制限、敷地面積の最低限度及び壁面の位置
の制限等を設けることにより、良好な住環境の確保を図る。 

 木造住宅密集地域整備事業、住宅市街地総合整備事業（密集型）により
建築物の更新を促進し、不燃化・共同化を図る。 
 また、地区計画による用途の制限や、敷地面積最低限度、壁面の位置の
制限等を設けることにより、良好な住環境の確保を図る。 

ｄ 都市施設、地区防災

施設及び地区施設の

整備の方針 

補助 26 号線、区画道路、広場及び公園等の整備を図る。  補助 26 号線、区画道路、広場及び公園等の整備を図る。 
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１ 公共及び民間

の役割、条件整

備等の措置 

 公共と民間との協働により事業を推進するため、公共は、住民主体の街
づくり協議会の活動支援やまちづくり通信の発行等による広報活動を行う
とともに、道路及び公園等施設の整備を図る。 
 また、民間は、安全で災害に強い街の実現に結びつくような建築活動に
努め、公共はその際、地区計画その他による規制及び誘導並びに必要な指
導及び助成等を行う。 

 住民と行政との協働により事業の推進を図るため、公共は、住民の自主
的なまちづくり協議会活動の支援やまちづくり通信の発行等による広報活
動を行うとともに、道路や公園の整備を推進する。 
 一方、民間は、住みよく災害に強いまちの実現に結びつくような建築活
動に努め、公共はその際に地区計画その他による規制・誘導や必要な指導
及び助成等を行う。 

２ 実施予定の

公共施設整

備事業、面的

整備事業等 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 
住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 
住宅市街地総合整備事業（拠点型）（事業中） 
街路整備事業 
 ・補助 26 号線（事業中）【特定整備路線】 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 
住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 
住宅市街地総合整備事業（拠点型)（事業中） 
街路整備事業・補助 26 号線（事業中） 

３ 決定又は変  

 更予定の都 

 市計画に関 

 する事項 

地区計画 
 「三宿一丁目地区」（決定済） 
 「太子堂二･三丁目地区」（決定済） 

地区計画「三宿一丁目地区」「太子堂二･三丁目地区」（決定済） 

４ その他再開

発の促進の

ために特筆

すべき事項 

東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 
不燃化推進特定整備地区 

東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 
不燃化推進特定整備地区 

1
0

59



 

 新 旧 

番号 地区名 

面積（ha） 

（おおむねの位置） 

世．３ 北沢三・四丁目地区 

約 33．6ha 

（世田谷区北東部） 

世．３ 北沢三・四丁目地区 

約 33．6ha 

（世田谷区北東部） 

ａ 地区の再開発、整備    

 等の主たる目標 

災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境の整備を図る
ため、地区計画等を活用し、災害に強い街づくりを進める。 

 災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境の整備を図る
ため、地区計画等を活用し、災害に強いまちづくりを進める。 

ｂ 防災街区の整備に

関する基本的方針そ

の他の土地利用計画

の概要 

低層老朽住宅密集地区においては、建築物の不燃化及び共同化による土
地の有効利用を図る。 
また、建築物の更新時におけるセットバックによる狭あい道路の解消並

びに積極的な用地取得による道路、広場及びポケットパークの整備を図る。 

 低層老朽住宅密集地区の建築物の不燃化・共同化による土地の有効利用
を図る。 
 建替え時におけるセットバックによる狭あい道路の解消、積極的な用地
取得による道路・広場・ポケットパークの確保を図る。 

ｃ 建築物の更新の方針 木造住宅密集地域整備事業及び住宅市街地総合整備事業（密集型）によ
り、建築物の更新を促進し、不燃化及び共同化を図る。 
また、地区計画による用途の制限、敷地面積の最低限度及び壁面の位置

の制限等を設けることにより、良好な住環境の確保を図る。 

 木造住宅密集地域整備事業、住宅市街地総合整備事業（密集型）により
建築物の更新を促進し、不燃化・共同化を図る。 
 また、地区計画による用途の制限や、敷地面積の最低限度、壁面の位置
の制限等を設けることにより、良好な住環境の確保を図る。 

ｄ 都市施設、地区防災

施設及び地区施設の

整備の方針 

放射 23 号線、補助 26 号線、区画道路、広場及び公園等の整備を図る。  街路整備事業による放射 23号線（井の頭通り）等の整備、並びに地区計
画等による区画道路、広場及び公園等の整備を図る。 
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１ 公共及び民間

の役割、条件整

備等の措置 

 公共と民間との協働により事業を推進するため、公共は、住民主体の街
づくり協議会の活動支援やまちづくり通信の発行等による広報活動を行う
とともに、道路及び公園等施設の整備を図る。 
 また、民間は、安全で災害に強い街の実現に結びつくような建築活動に
努め、公共はその際、地区計画その他による規制及び誘導や必要な指導及
び助成等を行う。 

 住民と行政との協働により事業の推進を図るため、公共は、住民の自主
的なまちづくり協議会活動の支援やまちづくり通信の発行等による広報活
動を行うとともに、道路や公園の整備を推進する。 
 一方、民間は、住みよく災害に強いまちの実現に結びつくような建築活
動に努め、公共はその際に地区計画その他による規制・誘導や必要な指導
及び助成等を行う。 

２ 実施予定の

公共施設整

備事業、面的

整備事業等 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 
住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 
街路整備事業 
 ・放射 23 号線（事業中） 
 ・補助 26 号線（事業中）【特定整備路線】 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 
住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 
街路整備事業・放射 23 号線（事業中）・補助 26 号線（事業中） 
都市高速鉄道小田急電鉄小田原線連続立体交差事業（事業中） 

３ 決定又は変  

 更予定の都 

 市計画に関 

 する事項 

地区計画 
 「北沢三・四丁目地区」（決定済） 

地区計画「北沢三・四丁目地区」（決定済） 

４ その他再開

発の促進の

ために特筆

すべき事項 

都市高速鉄道小田急電鉄小田原線連続立体交差事業（完了） 
東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 
不燃化推進特定整備地区 

不燃化推進特定整備地区 
東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 

 

1
1

60



 

 新 旧 

番号 地区名 

面積（ha） 

（おおむねの位置） 

世．４ 世田谷区役所周辺地区 

約 148.2ha 

（世田谷区中央部） 

世．４ 世田谷区役所周辺地区 

約 148.2ha 

（世田谷区中央部） 

ａ 地区の再開発、整備    

 等の主たる目標 

広域避難場所周辺の不燃化を促進するとともに、災害時の危険度が高い
密集市街地の防災性の向上と住環境の整備を図り、災害に強い街づくりを
進める。 

 避難場所周辺の不燃化を促進するとともに、災害時の危険度が高い密集
市街地の防災性の向上と住環境の整備を図り、災害に強い街づくりを進め
る。 

ｂ 防災街区の整備に

関する基本的方針そ

の他の土地利用計画

の概要 

低層老朽住宅密集地区においては、建築物の不燃化による災害に強い住
宅地の形成及び共同化による土地の有効活用を図る。 
また、建築物の更新時におけるセットバックによる狭あい道路の解消並

びに積極的な用地取得による道路、広場及びポケットパークの整備を図る。 

 低層老朽住宅密集地区の建築物の不燃化・共同化による土地の有効利用
を図る。 
 建替え時におけるセットバックによる狭あい道路の解消、積極的な用地
取得による道路・広場・ポケットパークの確保を図る。 

ｃ 建築物の更新の方針 木造住宅密集地域整備事業、都市防災不燃化促進事業及び住宅市街地総
合整備事業（密集型）により建築物の更新を促進し、不燃化及び共同化を
図る。 
また、地区計画による用途の制限、敷地面積の最低限度や壁面の位置の

制限等を設けることにより、良好な住環境の確保を図る。 

木造住宅密集地域整備事業、都市防災不燃化促進事業、住宅市街地総合整
備事業（密集型）により建築物の更新を促進し、不燃化・共同化を図る。 
また、地区計画による用途の制限や、敷地面積の最低限度、壁面の位置の
制限等を設けることにより、良好な住環境の確保を図る。 

ｄ 都市施設、地区防災

施設及び地区施設の

整備の方針 

補助 52 号線や区画道路、広場や公園等の整備を図る。 補助 52 号線、補助 154 号線等の整備を図る。地区計画等により、区画道路、
広場及び公園等の整備を図る。 
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１ 公共及び民間

の役割、条件整

備等の措置 

公共と民間との協働により事業を推進するため、公共は、住民主体の街
づくり協議会の活動支援やまちづくり通信の発行等による広報活動を行う
とともに、道路及び公園等施設の整備を図る。 
また、民間は、安全で災害に強い街の実現に結びつくような建築活動に

努め、公共はその際、地区計画その他による規制及び誘導や必要な指導及
び助成等を行う。 

 住民と行政との協働により事業の推進を図るため、公共は、住民の自主
的なまちづくり協議会活動の支援やまちづくり通信の発行等による広報活
動を行うとともに、道路や公園の整備を推進する。 
 一方、民間は、住みよく災害に強いまちの実現に結びつくような建築活
動に努め、公共はその際に地区計画その他による規制・誘導や必要な指導
及び助成等を行う。 

２ 実施予定の

公共施設整

備事業、面的

整備事業等 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 
住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 
街路整備事業 
 ・補助 52 号線（事業中）【特定整備路線】 
沿道整備事業  
 ・環状七号線（事業中） 
都市防災不燃化促進事業（事業中） 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 
住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 
街路整備事業・補助 154 号線（事業中）・補助 52 号線（予定） 
沿道整備事業（事業中） 
都市防災不燃化促進事業（事業中） 

３ 決定又は変  

 更予定の都 

 市計画に関 

 する事項 

防災街区整備地区計画 
 「世田谷区役所周辺地区」（決定済） 
 「若林三･四丁目地区」（決定済） 
沿道地区計画 
 「世田谷区環七代田南部・若林地区」（決定済） 
地区計画 
 「補助 52 号線沿道若林・梅丘・豪徳寺・宮坂地区」   
 （決定済） 
特定防災街区整備地区 
 「世田谷区国士舘大学一帯Ⅰ地区」(決定済) 
 「世田谷区国士舘大学一帯Ⅱ地区」(決定済) 

防災街区整備地区計画「世田谷区役所周辺地区」「若林三･四丁目地区」（決
定済） 
沿道地区計画「世田谷区役所環七代田南部・若林地区」（決定済） 
特定防災街区整備地区「世田谷区国士舘大学一帯Ⅰ地区」「世田谷区国士舘
大学一帯Ⅱ地区」(決定済) 
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４ その他再開

発の促進の

ために特筆

すべき事項 

防災生活圏促進事業（完了） 
街路整備事業 
 ・補助 154 号線 
 ・世田谷区画街路 5 号線（完了） 
都市高速鉄道小田急電鉄小田原線連続立体交差事業（完了） 
東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 
不燃化推進特定整備地区 

防災生活圏促進事業（完了） 
街路整備事業・世区街 5 号線（一部完了） 
街路整備事業・東鉄 9 付 9 号線（完了） 
都市高速鉄道小田急電鉄小田原線連続立体交差事業（完了） 
東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 
不燃化推進特定整備事業 
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 新 旧 

番号 地区名 

面積（ha） 

（おおむねの位置） 

世．５ 上馬・野沢 地区 

約 60.6ha 

（世田谷区東部） 

世．５ 上馬・野沢 地区 

約 60.6ha 

（世田谷区東部） 

ａ 地区の再開発、整備    

 等の主たる目標 

災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境の整備を図る
ため、地区計画等を活用し、災害に強い街づくりを進める。 

 災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境の整備を図る
ため、災害に強いまちづくりを進める。 

ｂ 防災街区の整備に

関する基本的方針そ

の他の土地利用計画

の概要 

 幹線道路（放射 4 号線及び環状七号線）沿道の土地利用と地区内の住宅
系土地利用との調和を図る。 
なお、低層老朽住宅密集地区においては、建築物の不燃化による災害に強

い住宅地の形成及び共同化による土地の有効活用を図る。 
また、建築物の更新時におけるセットバックによる狭あい道路の解消及び

積極的な用地取得による道路、広場、ポケットパーク等の整備を図る。 

 国道 246 号線や環状 7 号線などの幹線道路沿道の土地利用と地区内部の
住宅系土地利用との調和を図る。 
低層老朽住宅密集地区の建築物の不燃化・共同化による土地の有効利用を
図る。 
 建替え時におけるセットバックによる狭あい道路の解消、積極的な用地
取得による広場・ポケットパークの確保を図る。 

ｃ 建築物の更新の方針 木造住宅密集地域整備事業及び住宅市街地総合整備事業（密集型）により
建築物の更新を促進し、不燃化及び共同化を図る。 

 木造住宅密集地域整備事業、住宅市街地総合整備事業（密集型）により
建築物の更新を促進し、不燃化・共同化を図る。 

ｄ 都市施設、地区防災

施設及び地区施設の

整備の方針 

 区画道路、広場や公園等の整備を図る。 区画道路、広場及び公園等の整備を図る。 
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１ 公共及び民間

の役割、条件整

備等の措置 

公共と民間との協働により事業を推進するため、公共は、住民主体の街
づくり協議会の活動支援やまちづくり通信の発行等による広報活動を行う
とともに、道路及び公園等施設の整備を図る。 
また、民間は、安全で災害に強い街の実現に結びつくような建築活動に

努め、公共はその際、地区計画その他による規制及び誘導や必要な指導及
び助成等を行う。 

 住民と行政との協働により事業の推進を図るため、公共は、住民の自主
的なまちづくり協議会活動の支援やまちづくり通信の発行等による広報活
動を行うとともに、道路や公園の整備を推進する。 
 一方、民間は、住みよく災害に強いまちの実現に結びつくような建築活
動に努め、公共はその際に必用な指導及び助成等を行う。 

２ 実施予定の

公共施設整

備事業、面的

整備事業等 

住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 
沿道整備事業  
 ・環状七号線（事業中） 

住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 
沿道整備事業（事業中） 

３ 決定又は変  

 更予定の都 

 市計画に関 

 する事項 

沿道地区計画 
 「世田谷区環七野沢地区北部」（決定済） 
地区計画 
 「旭小学校周辺地区」（決定済） 

沿道地区計画「世田谷区環七代田南部・若林地区」（決定済） 
地区計画「旭小学校周辺地区」（決定済） 

４ その他再開

発の促進の

ために特筆

すべき事項 

木造住宅密集地域整備事業（完了） 
街路整備事業（完了） 
 ・補助 50 号線 
 ・補助 209 号線 
東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 

木造住宅密集地域整備事業（完了） 
街路整備事業（完了）・補助 209 号線 
東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 
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 新 旧 

番号 地区名 

面積（ha） 

（おおむねの位置） 

世．６ 太子堂四丁目地区 

約 14.8ha 

（世田谷区中央部） 

世．６ 太子堂四丁目地区 

約 14.8ha 

（世田谷区中央部） 

ａ 地区の再開発、整備    

 等の主たる目標 

 災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境の整備を図る
ため、災害に強い街づくりを進める。 

 災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境の整備を図る
ため、災害に強いまちづくりを進める。 

ｂ 防災街区の整備に

関する基本的方針そ

の他の土地利用計画

の概要 

補助 210 号線及び補助 51 号線沿いに商業・業務施設を配置し、低層老朽
住宅密集地区においては、建築物の不燃化による災害に強い住宅地の形成
及び共同化による土地の有効活用を図る。 
また、建築物の更新時におけるセットバックによる狭あい道路の解消並び

に積極的な用地取得による道路、広場、ポケットパークの整備を図る。 

補助 210 号線及び補助 51 号線沿いに商業・業務施設を配置し、低層老朽住
宅密集地区の建築物の不燃化・共同化による土地の有効利用を図る。 
 建替え時におけるセットバックによる狭あい道路の解消、積極的な用地
取得による広場・ポケットパークの確保を図る。 

ｃ 建築物の更新の方針 木造住宅密集地域整備事業及び住宅市街地総合整備事業（密集型）によ
り建築物の更新を促進し、不燃化及び共同化を図る。 

 木造住宅密集地域整備事業、住宅市街地総合整備事業（密集型）により
建築物の更新を促進し、不燃化・共同化を図る。 

ｄ 都市施設、地区防災

施設及び地区施設の

整備の方針 

 区画道路、広場や公園等の整備を図る。  区画道路、広場及び公園等の整備を図る。 

e 

再  

開  

発  

推  

進  

の  

た  

め  

必  

要  

に  

応  

じ  

定  

め  

る  

事  

項  

１ 公共及び民間

の役割、条件整

備等の措置 

公共と民間との協働により事業を推進するため、公共は、住民主体の街
づくり協議会の活動支援やまちづくり通信の発行等による広報活動を行う
とともに、道路及び公園等施設の整備を図る。 
また、民間は、安全で災害に強い街の実現に結びつくような建築活動に

努め、公共はその際、必要な指導や助成等を行う。 

 住民と行政との協働により事業の推進を図るため、公共は、住民の自主
的なまちづくり協議会活動の支援やまちづくり通信の発行等による広報活
動を行うとともに、道路や公園の整備を推進する。 
 一方、民間は、住みよく災害に強いまちの実現に結びつくような建築活
動に努め、公共はその際に必用な指導及び助成等を行う。 

２ 実施予定の

公共施設整

備事業、面的

整備事業等 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 
住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 
住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 

３ 決定又は変  

 更予定の都 

 市計画に関 

 する事項 

  

４ その他再開

発の促進の

ために特筆

すべき事項 

市街地再開発事業（完了） 
 ・三軒茶屋・太子堂四丁目 
街路整備事業（完了） 
 ・補助 51 号線 
 ・補助 210 号線 
東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 
不燃化推進特定整備地区 

市街地再開発事業（完了） 
 ・三軒茶屋・太子堂四丁目 
東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 
不燃化推進特定整備地区 
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別表２ 防災公共施設の整備等の概要 新旧対照表 
 

① 防災公共施設の整備に関する計画の概要               

 新 旧 

番号 地区名 

（概ねの位置） 

世．１ 北沢五丁目・大原一丁目地区 

（世田谷区北東部） 

世．１ 北沢五丁目・大原一丁目地区 

（世田谷区北東部） 

a  防災公共施設の整  

備の方針 

災害に強い街づくりを進めるため、災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住

環境の整備を図るとともに、延焼遮断帯の形成と延焼遮断機能及び避難機能を確保するため、

防災都市計画施設道路第1号の整備を図る。 

また、延焼防止機能及び消防活動機能を確保するため、防災公共施設道路第 1号及び第 2

号の整備を図る。 

災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境の整備を図り、災害に強いまち

づくりを進めるとともに、延焼遮断帯の形成や延焼遮断機能・避難機能を確保するため、防

災都市計画施設道路第1号及び第2号の整備を図る。 

 また、延焼防止機能や消防活動機能の確保のため、防災公共施設道路第1号から第3号の

整備を図る。 

b  整備する防災公共

施設の種類 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

都市計画道路 

都市計画道路 

放射23号線 

補助26号線 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

都市計画道路 

都市計画道路 

放射23号線 

補助26号線 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

第1号 

第2号 

第3号 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

鎌倉通り（1） 

鎌倉通り（2） 

特別養護老人ホーム通り 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

第1号 

第2号 

第3号 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

鎌倉通り（1） 

鎌倉通り（2） 

特別養護老人ホーム通り 

c  当該防災公共施設

の配置及び規模 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

幅員25～33m 延長約1021m 

幅員20～23m 延長約400m 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

幅員25～33m 延長約1021m 

幅員20～23m 延長約400m 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

第1号 

第2号 

第3号 

幅員8m 延長約290m 

幅員4m 延長約414m 

幅員9m 延長約84m 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

第1号 

第2号 

第3号 

幅員8m 延長約290m 

幅員4m 延長約414m 

幅員9m 延長約84m 

d  当該防災公共施設

の整備スケジュール 

防災都市計画施設道路第1号令和4年度まで（事業中） 

防災都市計画施設道路第2号：完成 

防災公共施設道路第1号：令和7年度まで（事業中） 

防災公共施設道路第2号：令和7年度まで（事業中） 

防災公共施設道路第3号：完成 

防災街区整備地区計画：北沢五丁目・大原一丁目地区（平成11年度決定） 

沿道地区計画：世田谷区環七大原・羽根木地区（昭和61年度決定） 

防災都市計画施設道路第1号28年度まで（事業中） 

防災都市計画施設道路第2号：完成 

防災公共施設道路第1号：30年度まで（事業中） 

防災公共施設道路第2号：30年度まで（事業中） 

防災公共施設道路第3号：30年度まで（事業中） 

防災街区整備地区計画：北沢五丁目・大原一丁目地区（平成11年度決定） 

「防災公共施設の配置は、附図に示すとおり」 

 

② 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備に関する計画の概要 

 新 旧 

番号 地区名 世．１ 北沢五丁目・大原一丁目地区 世．１ 北沢五丁目・大原一丁目地区 

a 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

方針 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道においては、延焼遮断帯の形成を図るため、

沿道の建築物の不燃化を進める。 

 防災公共施設道路第1号から第3号までの沿道においては、延焼防止機能及び消防活動機

能を確保するため、建替えによる建築物について制限を設定し、居住水準を維持しながら沿

道の建築物の不燃化を進める。 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道においては、延焼遮断帯の形成を図るため、

沿道の建築物の不燃化を進める。 

 防災公共施設道路第1号から第3号沿道においては、延焼防止機能・避難機能を確保する

ため、建替えによる建築物について制限を設定し、居住水準を維持しながら沿道の建築物の

不燃化を進める。  

b 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

概要 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道においては、中層集合住宅の立地を誘導し、

準耐火建築物及び耐火建築物の整備を進める。 

 防災公共施設道路第1号から第3号までの沿道においては、道路に面する建築物の壁面の

位置の制限を定め、道路と一体になった空間の確保を図る。また、敷地の最低限度を定め、

延焼防止機能の確保を図るとともに、道路に面する垣又はさくの構造の制限を定め防災性能

 防災都市計画施設道路第1号沿道においては、中層集合住宅の立地を誘導し、準耐火建築

物及び耐火建築物の整備を進める。 

 防災都市計画施設道路第2号沿道においては、建築物の壁面後退等を誘導し、延焼防止機

能の確保を図る。 

 防災公共施設道路第1号から第3号沿道においては、道路に面する壁面の位置を設定し、
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 の向上を図る。 道路と一体になった空間の確保を図る。また、敷地の最低限度を定め、延焼防止機能の確保

を図る。 

c 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

概ねのスケジュール 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号並びに防災公共施設道路第1号から第3号までの

沿道においては、防災街区整備地区計画や東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制等を

活用しながら建築物の不燃化促進を図る。 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号線並びに防災公共施設道路第1号から第3号沿道

においては、防災街区整備地区計画を活用しながら不燃化促進を図る。 
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① 防災公共施設の整備に関する計画の概要               

 新 旧 

番号 地区名 

（概ねの位置） 

世．２ 太子堂・三宿地区 

（世田谷区東部） 

世．２ 太子堂・三宿地区 

（世田谷区北東部） 

a  防災公共施設の整

備の方針 

災害に強い街づくりを進めるため、災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住

環境の整備を図るとともに、延焼遮断帯の形成と延焼遮断機能及び避難機能を確保するため、

防災都市計画施設道路第1号から第4号まで及び防災都市計画施設公園第5号周辺の整備を

図る。 

また、延焼防止機能及び消防活動機能を確保するため、防災公共施設道路第 1 号及び第 2

号並びに防災公共施設公園第3号及び第4号周辺の整備を図る。 

 災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境を整備を図り、災害に強いまち

づくりを進めるとともに、延焼遮断帯の形成や延焼遮断機能・避難機能を確保するため、防

災都市計画施設道路第1号及び第2号の整備を図る。 

 また、延焼防止機能や消防活動機能の確保のため、防災公共施設道路第１号及び第 2 号並

びに防災公共施設公園第3号の整備を図る。 

b  整備する防災公共

施設の種類 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設公園 

第1号 

第2号 

第3号 

第4号 

第5号 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画緑地 

放射4号線 

補助26号線 

補助52号線 

補助210号線 

三宿の森緑地 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

都市計画道路 

都市計画道路 

放射4号線 

補助26号線 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設公園 

防災公共施設公園 

第1号 

第2号 

第3号 

第4号 

 区画道路（1） 

区画道路（2） 

烏山川緑道 

太子堂円泉ヶ丘公園 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設公園 

第1号 

第2号 

第3号 

 区画道路（1） 

区画道路（2） 

公園 烏山川緑道 

c  当該防災公共施設

の配置及び規模 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設公園 

第1号 

第2号 

第3号 

第4号 

第5号 

幅員40m 延長約734m 

幅員20m 延長約950m 

幅員15m 延長約1160m 

幅員11m 延長約970m 

面積 約0.79ha 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

幅員40m 延長約734m 

幅員20m 延長約486m 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設公園 

防災公共施設公園 

第1号 

第2号 

第3号 

第4号 

幅員6m 延長約861m 

幅員6m 延長約554m 

幅員6.5～9.0m 延長約1199m 

面積 約0.18ha 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設公園 

第1号 

第2号 

第3号 

幅員6m 延長約861m 

幅員6m 延長約554m 

幅員6.5～9.0m 延長約1199m 

d  当該防災公共施設

の整備スケジュール 

防災都市計画施設道路第1、3、4号：完成 

防災都市計画施設道路第2号：北側440mについては特定整備路線（令和3年度まで） 

防災都市計画施設公園第5号：完成 

防災公共施設道路第1、2号：整備予定（未定） 

防災公共施設公園第3、4号：完成 

地区計画：太子堂二・三丁目地区（平成2年度決定） 

     三宿一丁目地区（平成15年度決定） 

防災都市計画施設道路第1号：完成 

防災都市計画施設道路第2号：北側440mについては特定整備路線（平成32年度まで） 

地区計画：太子堂二・三丁目地区（平成2年度決定）、三宿一丁目地区（平成15年度決定） 

防災公共施設道路第1、2号：整備予定（未定） 

防災公共施設公園第3号：完成 

「防災公共施設の配置は、附図に示すとおり」 

 

② 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備に関する計画の概要 

 新 旧 

番号 地区名 世．２ 太子堂・三宿地区 世．２ 太子堂・三宿地区 

a 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

 防災都市計画施設道路第1号から第4号までの沿道においては、延焼遮断帯の形成を図る

ため、沿道の建築物の不燃化を進める。 

 防災都市計画施設公園第5号周辺においては、広域避難場所の安全性を高めるため周辺建

築物の不燃化を進める。 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道においては、延焼遮断帯の形成を図るため、

沿道の建築物の不燃化を進める。 

 防災公共施設道路第1号及び第2号沿道並び防災公共施設公園第3号周辺については、延

焼防止機能・避難機能を確保するため、建替えによる建築物について制限等を設定し、居住
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方針  防災公共施設道路第1号及び第2号沿道並びに防災公共施設公園第3号及び第4号周辺に

おいては、延焼防止機能及び避難機能を確保するため、建替えによる建築物について制限等

を設定し、居住水準を維持しながら、災害に強い市街地への誘導を図る。 

水準を維持しながら、災害に強い市街地への誘導を図る。 

b 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

概要 

 

 防災都市計画施設道路第1号沿道においては、骨格防災軸の機能向上のため耐火建築物の

整備を進める。 

 防災都市計画施設道路第2号から第4号までの沿道並びに防災都市計画施設公園第5号周

辺においては、防災性の向上のため準耐火建築物及び耐火建築物の整備を進める。 

 防災公共施設道路第1号及び第2号沿道においては、地区計画により道路に面する壁面の

位置を定め、広域避難場所への避難動線の確保を図る。 

 防災公共施設公園第3号及び第4号周辺においては、延焼防止のため建築物の不燃化を進

めるとともに防災活動に有効な空地の確保を図る。 

 防災都市計画施設道路第1号沿道においては、幹線沿道市街地を誘導し、耐火建築物の整

備を進める。 

 防災都市計画施設道路第2号沿道においては、中層集合住宅の立地を誘導し、準耐火建築

物及び耐火建築物の整備を進める。 

 防災公共施設道路第1号及び第2号沿道においては、地区計画により道路に面する壁面の

位置を設定し、道路と一体になった空間の確保を図る。 

 防災公共施設公園第3号周辺においては、建築物の不燃化を進める延焼防止効果を進める

とともに防災活動に有効な空地を確保する。 

c 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

概ねのスケジュール 

 防災都市計画施設道路第1号から第4号まで及び防災公共施設道路第1号、第2号沿道並

びに防災都市計画施設公園第5号並びに防災公共施設公園第3号及び第4号周辺においては、

地区計画及び東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制等を活用しながら建築物の不燃化

促進を図る。 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号、防災公共施設道路第1号及び第2号沿道並びに

防災公共施設公園第3号周辺においては、地区計画を活用しながら不燃化促進を図る。 
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 ① 防災公共施設の整備に関する計画の概要               

 新 旧 

番号 地区名 

（概ねの位置） 

世．３ 北沢三・四丁目地区 

（世田谷区北東部） 

世．３ 北沢三・四丁目地区 

（世田谷区北東部） 

a  防災公共施設の整

備の方針 

災害時に強い街づくりを進めるため、災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住

環境の整備を図るとともに、延焼遮断帯の形成と延焼遮断機能及び避難機能を確保するため、

防災都市計画施設道路第1号及び第2号の整備を図る。 

  

 災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境を整備を図り、災害に強いまち

づくりを進めるとともに、延焼遮断帯の形成や延焼遮断機能・避難機能の確保するために、

防災都市計画施設道路第1号及び第2号の整備を図る。 

b  整備する防災公共

施設の種類 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

都市計画道路 

都市計画道路 

放射23号線 

補助26号線 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

都市計画道路 

都市計画道路 

放射23号線 

補助26号線 

c  当該防災公共施設

の配置及び規模 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

幅員25～33m 延長約308m 

幅員20～23m 延長約612m 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

幅員25～33m 延長約308m 

幅員20～23m 延長約612m 

d  当該防災公共施設

の整備スケジュール 

防災都市計画施設道路第1号：令和4年度まで（事業中） 

防災都市計画施設道路第2号：特定整備路線（令和7年度まで）（事業中） 

地区計画：北沢三・四丁目地区（平成3年度決定） 

防災都市計画施設道路第1号：平成29年度まで（事業中） 

防災都市計画施設道路第2号：特定整備路線（平成32年度まで） 

地区計画：北沢三・四丁目地区（平成3年度決定） 

「防災公共施設の配置は、附図に示すとおり」 

 

 

② 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備に関する計画の概要 

 新 旧 

番号 地区名 世．３ 北沢三・四丁目地区 世．３ 北沢三・四丁目地区 

a 防災公共施設と一

体となって特定防

災機能を確保する

ための建築物等の

整備の方針 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道においては、延焼遮断帯の形成を図るため沿道

の建築物の不燃化を進める。 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道においては、延焼遮断帯の形成を図るため建

築物の不燃化を図る。 

b 防災公共施設と一

体となって特定防

災機能を確保する

ための建築物等の

整備の概要 

 

 防災都市計画施設道路第1号沿道においては、防災性の向上のため、中層集合住宅等の準耐

火建築物及び耐火建築物の整備を進める。 

 防災都市計画施設道路第2号沿道においては、防災性の向上のため、建築物の共同化、協調

化を進めながら準耐火建築物及び耐火建築物の整備を進める。 

 防災都市計画施設道路第1号沿道においては、防災性の向上のため、中層集合住宅等の準

耐火建築物及び耐火建築物の整備を進める。 

 防災都市計画施設道路第2号沿道においては、防災性の向上のため、建築物の共同化、協

調化しながら準耐火建築物及び耐火建築物の整備を進める。 

c 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

概ねのスケジュール 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道においては、地区計画を活用しながら沿道建築

物の建替えを図るとともに、東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制等を活用しながら建

築物の不燃化促進を図る。 

防災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道においては、地区計画を活用しながら沿道建

築物の建替えを図る。 
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① 防災公共施設の整備に関する計画の概要               

 新 旧 

番号 地区名 

（概ねの位置） 

世．４ 世田谷区役所周辺地区 

（世田谷区中央部） 

世．４ 世田谷区役所周辺地区 

（世田谷区中央部） 

a  防災公共施設の整

備の方針 

災害時に強い街づくりを進めるため、災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上を図

るとともに、延焼遮断帯の形成と延焼遮断機能及び避難機能を確保するため、防災都市計画施

設道路第1号から第5号まで並びに防災都市計画施設公園第6号周辺の整備を図る。 

 また、延焼防止機能及び消防活動機能を確保するため、防災街区整備地区計画における地

区防災施設並びに防災公共施設の整備を図る。 

 災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上を図り、災害に強いまちづくりを進めると

ともに、延焼遮断帯の形成や延焼防止機能・避難機能を確保するため、防災都市計画施設道路

第1号から第7号及び防災都市計画施設公園第8号の整備を図る。 

 また、延焼防止機能や消防活動機能の確保のため、防災街区整備地区計画における地区防災

施設や都市施設の防災公共施設を整備をする。 

b  整備する防災公共

施設の種類 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設公園 

第1号 

第2号 

第3号 

第4号 

第5号 

第6号 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画公園 

環状七号線 

補助51号線 

補助52号線 

補助154号線 

世田谷区画街路5号線 

若林公園 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設公園 

第1号 

第2号 

第3号 

第4号 

第5号 

第6号 

第7号 

第8号 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市高速鉄道付属街路 

都市高速鉄道付属街路 

都市計画公園 

環状７号線 

補助51号線 

補助52号線 

補助154号線 

世田谷区画街路5号線 

東鉄9付9 

東鉄9付12 

若林公園 

防災公共施設道路 

 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

第1号 

 

第2号 

第3号 

第4号 

第5号 

第6号 

第7号 

第8号 

第9号 

第10号 

第11号 

第12号 

第13号 

 

第14号 

第15号 

第16号 

第17号 

第18号 

地区防災施設 

 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

(世田谷区役所周辺) 

  地区防災施設1号 

(世)地区防災施設2号 

(世)地区防災施設3号 

(世)地区防災施設4号 

(世)地区防災施設5号 

(世)地区防災施設6号 

(世)地区防災施設7号 

(世)地区防災施設8号 

(世)地区防災施設9号 

(世)地区防災施設10号 

(世)地区防災施設11号 

(世)地区防災施設12号 

(若林三・四丁目地区）  

  地区防災施設1号 

(若)地区防災施設2号 

(若)地区防災施設3号 

(若)地区防災施設4号 

(若)地区防災施設5号 

(若)地区防災施設6号 

防災公共施設道路 

 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

第1号 

 

第2号 

第3号 

第4号 

第5号 

第6号 

第7号 

第8号 

第9号 

第10号 

第11号 

第12号 

第13号 

 

第14号 

第15号 

第16号 

第17号 

第18号 

地区防災施設 

 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

地区防災施設 

(世田谷区役所周辺) 

地区防災施設1号 

(世)地区防災施設2号 

(世)地区防災施設3号 

(世)地区防災施設4号 

(世)地区防災施設5号 

(世)地区防災施設6号 

(世)地区防災施設7号 

(世)地区防災施設8号 

(世)地区防災施設9号 

(世)地区防災施設10号 

(世)地区防災施設11号 

(世)地区防災施設12号 

(若林三・四丁目地区） 

地区防災施設1号 

(若)地区防災施設2号 

(若)地区防災施設3号 

(若)地区防災施設4号 

(若)地区防災施設5号 

(若)地区防災施設6号 

c  当該防災公共施設

の配置及び規模 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道 

防災都市計画施設公園 

第1号 

第2号 

第3号 

第4号 

第5号 

第6号 

幅員25～33m 延長約938m 

幅員18m 延長約972m 

幅員20m 延長約1378m 

幅員15m 延長約1115m 

幅員11m 延長約510m 

面積 約1.49ha 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

第3号 

第4号 

第5号 

第6号 

第7号 

幅員25～33m 延長約938m 

幅員18m 延長約972m 

幅員20m 延長約1378m 

幅員15m 延長約1115m 

幅員11m 延長約510m 

幅員6m 延長約210m 

幅員6m 延長約40m 
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防災都市計画施設公園 第8号 面積 2.69ha 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

第1号 

第2号 

第3号 

第4号 

第5号 

第6号 

第7号 

第8号 

第9号 

第10号 

第11号 

第12号 

第13号 

第14号 

第15号 

第16号 

第17号 

第18号 

幅員8m 延長約115m 

幅員6～9m 延長約148m 

幅員6m 延長約395m 

幅員7～8m 延長約94m 

幅員6m 延長約65m 

幅員9～13m 延長約156m 

幅員6～11m 延長約229m 

幅員11m 延長約232m 

幅員6m 延長約210m 

幅員6m 延長約236m 

幅員6m 延長約207m 

幅員6～7m 延長約420m 

幅員6m 延長約512m 

幅員6m 延長約159m 

幅員6m 延長約259m 

幅員6m 延長約171m 

幅員6m 延長約181m 

幅員6m 延長約206m 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設公園 

第1号 

第2号 

第3号 

第4号 

第5号 

第6号 

第7号 

第8号 

幅員25～33m 延長約938m 

幅員18m 延長約972m 

幅員20m 延長約1378m 

幅員15m 延長約1115m 

幅員11m 延長約510m 

幅員6m 延長約210m 

幅員6m 延長約40m 

面積 2.69ha 

d  当該防災公共施設

の整備スケジュール 

防災都市計画施設道路第1号：完成 

防災都市計画施設道路第2号：完成 

防災都市計画施設道路第3号：特定整備路線（令和7年度まで）（事業中） 

防災都市計画施設道路第4号：完成 

防災都市計画施設道路第5号：一部完成 

防災都市計画施設道路第6号：完成 

防災公共施設道路第1号（世）：完成 

防災公共施設道路第2号（世）：一部完成 

防災公共施設道路第3号（世）：一部完成 

防災公共施設道路第4号（世）：完成 

防災公共施設道路第5号（世）：完成 

防災公共施設道路第6号（世）：完成 

防災公共施設道路第7号（世）：一部完成 

防災公共施設道路第8号（世）：完成 

防災公共施設道路第9号（世）：一部完成 

防災公共施設道路第10号（世）：一部完成 

防災公共施設道路第11号（世）：一部完成 

防災公共施設道路第12号（世）：一部完成 

防災公共施設道路第1号（若）：一部完成 

防災公共施設道路第2号（若）：一部完成 

防災公共施設道路第3号（若）：一部完成 

防災公共施設道路第4号（若）：一部完成 

防災公共施設道路第5号（若）：一部完成 

防災公共施設道路第6号（若）：一部完成 

防災都市計画施設道路第1号：完成 

防災都市計画施設道路第2号：完成 

防災都市計画施設道路第3号：特定整備路線（平成32年度まで） 

防災都市計画施設道路第4号：平成27年度まで（事業中） 

防災都市計画施設道路第5号：一部完成 

防災都市計画施設道路第6号：完成 

防災都市計画施設道路第7号：完成 

防災都市計画施設道路第8号：一部完成 

防災街区整備地区計画：世田谷区役所周辺地区（平成15年度決定） 

           若林三・四丁目地区（平成12年度決定） 
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防災街区整備地区計画：世田谷区役所周辺地区（平成15年度決定） 

           若林三・四丁目地区（平成12年度決定） 

「防災公共施設の配置は、附図に示すとおり」 

 

② 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備に関する計画の概要 

 新 旧 

番号 地区名 世．４ 世田谷区役所周辺地区 世．４ 世田谷区役所周辺地区 

a 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

方針 

 防災都市計画施設道路第1号から第5号までの沿道においては、延焼遮断帯の形成を図るた

め、沿道の建築物の不燃化を進める。 

 防災都市計画施設公園第6号周辺においては、広域避難場所の安全性を高めるため、周辺建

築物の不燃化を進める。 

 防災公共施設道路第１号から第18号までの沿道においては、防災性の向上と良好な住環境

の形成を図るため、建替えによる建築物について制限を設定し居住水準を維持しながら沿道の

不燃化を推進する。 

 防災都市計画施設道路第1号から第7号沿道においては、延焼遮断帯の形成を図るため、沿

道の建築物の不燃化を進める。 

 防災都市計画施設公園第8号周辺においては、広域避難場所の安全性を高めるため、周辺建

築物の不燃化を進める。 

 防災公共施設道路第１号から第18号沿道においては、防災性の向上と良好な住環境の形成

を図るため、建替えによる建築物について制限を設定し居住水準を維持しながら沿道の不燃化

を推進する。 

b 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

概要 

 

 防災都市計画施設道路第１号沿道においては、骨格防災軸の機能向上のため、耐火建築物の

整備を進める。 

 防災都市計画施設道路第2号沿道においては、防災性の向上のため、耐火建築物の整備を進

める。 

 また、建築物等の高さの最低限度を定め、災害時の延焼を防ぐ。 

 防災都市計画施設道路第3号から第5号までの沿道並びに防災都市施設公園第6号周辺にお

いては、防災性の向上のため準耐火建築物及び耐火建築物の整備を進める。 

 防災公共施設道路第１号から第18号までの沿道においては、防災街区整備地区計画により、

壁面の制限を定め、広域避難場所への避難動線の確保を図る。 

 防災都市計画施設道路第１号沿道については、骨格防災軸の機能向上のため、耐火建築物の

整備を進める。 

 防災都市計画施設道路第2号沿道については、防災性の向上のため、耐火建築物の整備を進

める。 

 また、高さの最低限度を定め、延焼防止機能の確保を図る。 

 防災都市計画施設道路第3号から第7号沿道及び防災都市施設公園第8号周辺については、

防災性の向上のため準耐火建築物及び耐火建築物の整備を進める。 

 防災公共施設道路第１号から第18号沿道においては、防災街区整備地区計画により、地区

防災施設沿道の建築物について壁面の制限を設定し、道路と一体になった空間の確保を図る。 

c 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

概ねのスケジュール 

 防災都市計画施設道路第1号から第5号まで及び防災公共施設道路第1号から第18号まで

の沿道並びに防災都市計画施設公園第6号周辺においては、防災街区整備地区計画及び東京都

建築安全条例に基づく新たな防火規制等を活用しながら建築物の不燃化促進を図る。 

 防災都市計画施設道路第6号及び第7号沿道においては、地区計画を活用しながら沿道の建

築物の不燃化促進を図る。 

 防災都市計画施設道路第1号から第5号及び防災公共施設道路第1号から第18号沿道並び

に防災都市計画施設公園第8号周辺においては、防災街区整備地区計画を活用しながら不燃化

促進を図る。 

 防災都市計画施設道路第6号及び第7号沿道においては、地区計画を活用しながら沿道の建

築物の不燃化促進を図る。 
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① 防災公共施設の整備に関する計画の概要               

 新 旧 

番号 地区名 

（概ねの位置） 

世．５ 上馬・野沢地区 

（世田谷区東部） 

世．５ 上馬・野沢地区 

（世田谷区東部） 

a  防災公共施設の整

備の方針 

災害に強い街づくりを進めるため、災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環

境の整備を図るとともに、延焼遮断帯の形成と延焼遮断機能及び避難機能を確保するため、防

災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道の整備を図る。 

 災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境の整備を図り、災害に強いまちづ

くりを進めるとともに、延焼遮断帯の形成や延焼防止機能・避難機能を確保するために、防災

都市計画施設道路第1号の整備を図る。 

b  整備する防災公共

施設の種類 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

都市計画道路 

都市計画道路 

補助209号線 

補助50号線 

防災都市計画施設道路 第1号 都市計画道路 補助209号線 

c  当該防災公共施設

の配置及び規模 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

幅員16m 延長約900m 

幅員15m 延長約920m 

防災都市計画施設道路 第1号 幅員16m 延長約573m 

d  当該防災公共施設

の整備スケジュール 

防災都市計画施設道路第1号：一部完成 

防災都市計画施設道路第2号：完成 

地区計画：旭小学校周辺地区（平成21年度決定） 

 

防災都市計画施設道路第1号：完成 

地区計画：旭小学校周辺地区（平成21年度決定） 

「防災公共施設の配置は、附図に示すとおり」 

 

② 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備に関する計画の概要 

 新 旧 

番号 地区名 世．５ 上馬・野沢地区 世．５ 上馬・野沢地区 

a 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

方針 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道においては、延焼遮断帯の形成を図るため、沿

道の建築物の不燃化を進める。 

 防災都市計画施設道路第１号沿道においては、延焼遮断帯の形成を図るため、沿道の建築物

の不燃化を進める。 

b 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

概要 

 

 防災都市計画施設道路第１号及び第2号沿道においては、中層集合住宅の立地を誘導し、準

耐火建築物及び耐火建築物の整備を進める。 

 防災都市計画施設道路第１号沿道においては、中層集合住宅の立地を誘導し、準耐火建築物

及び耐火建築物の整備を進める。 

c 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

概ねのスケジュール 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道においては、東京都建築安全条例に基づく新た

な防火規制により建築物の不燃化促進を図る。 
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① 防災公共施設の整備に関する計画の概要               

 新 旧 

番号 地区名 

（概ねの位置） 

世．６ 太子堂四丁目地区 

（世田谷区中央部） 

世．６ 太子堂四丁目地区 

（世田谷区中央部） 

a  防災公共施設の整

備の方針 

 災害に強い街づくりを進めるため、災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環

境の整備を図るとともに、延焼遮断帯の形成と延焼遮断機能及び避難機能を確保するため、防

災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道の整備を図る。 

 災害時の危険度が高い密集市街地の防災性の向上と住環境を整備を図り、災害に強い街づく

りを進めるとともに、延焼遮断帯の形成や延焼防止機能・避難機能を確保するために、防災都

市計画施設道路第1号及び第2号の整備を図る。 

b  整備する防災公共

施設の種類 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

都市計画道路 

都市計画道路 

補助51号線 

補助210号線 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

都市計画道路 

都市計画道路 

補助51号線 

補助210号線 

c  当該防災公共施設

の配置及び規模 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

幅員18m 延長約549m 

幅員11m 延長約389m 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

第1号 

第2号 

幅員18m 延長約549m 

幅員11m 延長約389m 

d  当該防災公共施設

の整備スケジュール 

防災都市計画施設道路第1号：完成 

防災都市計画施設道路第2号：完成 

  

防災都市計画施設道路第1号：完成 

防災都市計画施設道路第2号：完成 

「防災公共施設の配置は、附図に示すとおり」 

 

② 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備に関する計画の概要 

 新 旧 

番号 地区名 世．６ 太子堂四丁目地区 世．６ 太子堂四丁目地区 

a 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

方針 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道においては、延焼遮断帯の形成を図るため、沿

道の建築物の不燃化を進める。 

 防災都市計画施設道路第１号及び第２号沿道においては、延焼遮断帯の形成を図るため、沿

道の建築物の不燃化を進める。 

b 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

概要 

 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道においては、防災性の向上のため、耐火建築物

の整備を進める。 

  

 防災都市計画施設道路第１号及び第２号沿道においては、防災性の向上のため、耐火建築物

の整備を進める。 

  

c 防災公共施設と一

体となって特定防災

機能を確保するため

の建築物等の整備の

概ねのスケジュール 

 防災都市計画施設道路第1号及び第2号沿道においては、東京都建築安全条例に基づく新た

な防火規制により建築物の不燃化促進を図る。 
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